
【現 況】

【整備後】

○人工地盤校庭パターンによる一体的整備イメージ

• 地上レベルにおいて都市計画公園の必要面積を確保しつつ、両敷地に跨るように人工地盤を整備

• 人工地盤上のレベル（２階レベル）はセキュリティが確保された広い校庭として利用。地上レベルは公園に面した

ピロティ空間の公園施設（屋根付広場や教養施設等）として地域住民・公園利用者の利便性が上がる機能を導入

• 教育活動がない日の人工地盤上の地域開放（校庭開放等）は現在と同様に継続（公園側から上がれるアクセス路を

確保）

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）概要版（１）

○公園の面積・機能と教育環境の両立

• 限られた整備区域内で都市計画公園の面積・機能と十分な教育環境とを両立させる必要がある

施設 想定面積 既存面積

小学校 約11,000㎡ 7,090.7㎡

こども園 約2,500㎡ 1,941.8㎡

こども
プラザ他

約3,000㎡ 2,422.4㎡

施設合計 約16,500㎡ 11,454.9㎡

※図示している整備イメージは一例であり、今後の基本計画・設計を通じて具体的な公園・施設のプランを検討します

○敷地の入れ替えによる整備

• 児童・園児への負担軽減を図る観点から、隣

接する和泉公園敷地へ移転建て替え

• 都市計画公園の面積（4,600㎡）を、まと

まった利用しやすい形状（整形）に等積で配

置

• 再整備を機に公園内を学校が使用している状

況を一旦リセットして、両者にとってより良

い整備・利用内容を検討

【再整備によって生じる新たな課題】

• 単純に新たな学校敷地内に校庭を整備した場

合は、校庭で利用できる面積が減少する

○構想の対象と現状課題

• 和泉小学校・いずみこども園等施設（ちよだ

パークサイドプラザ）は、竣工から38年が経

過し、老朽化や施設規模等の課題

• 現敷地で建て替えた場合は、児童・園児の仮

施設への移転が必要

• また、現状の学校・公園の敷地形状が変わら

ないため、都市計画公園のうち約600㎡を平

日に学校が使用している状況がそのままとな

る

• 地表面で公園・校庭をタイムシェアする「地

表面兼用パターン」、建物の屋上を校庭とす

る「屋上校庭パターン」も考えられるが、公

園と校庭を上下に分離することでセキュリ

ティを確保しつつ両者の機能を充実させる

「人工地盤校庭パターン」の実現性・有効性

が高い

• 人工地盤を活用した立体利用

により、公園と校庭の必要面

積の確保、機能拡充

• 佐久間学校通りと北側（三井記念病

院側）を行き来できる動線を確保

• 公園内の人工地盤は都市公園法の規

定に基づく公園施設（屋根付広場・

教養施設等）として整備

• 佐久間学校通りに沿ったオープンス

ペースを、施設敷地内も含めて連続

して確保し、ゆとりある沿道空間と

緑環境を創出

• 周囲の市街地形成への影響を踏まえ

た公園・広場に類する空地としても

機能

• 多様な活動や滞留・交流

が生まれるまとまりある

空間の創出

• じゃぶじゃぶ池、遊具等

の従前の機能・記憶の継

承

令和７年12月千代田区



立体的な配置による双方の機能を充実させる空間の創出

⚫ 立体的な整備により、公園と校庭の必要面積を確保

⚫ 校庭としても利用する人工地盤を、公園施設である屋根付広場・

教養施設（図書室等）として整備するとともに、施設敷地側にも

その機能を拡張させ、公園自体の利用や活動の活性化を促進

より利用しやすい公園の配置・機能の実現

⚫ 現在も多様な公園の利用が見られる中、公園の再整備による遊

びと学びの場としての機能を充実

⚫ 特に南西側から北側通路や三井記念病院への往来が多い現状を

踏まえると、公園が西側に移動することでアクセス性が向上

双方の機能を
充実させる空間

【現行都市計画】

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）概要版（２） 令和７年12月千代田区

○都市計画変更の必要性

• 敷地の入れ替えによる施設・公園の整備を実現するため、現在、両敷地に定

められている都市計画（都市計画公園、第四種中高層階住居専用地区）の区

域（位置）を変更する必要がある

• これらの都市計画の変更に向けて取り組む

【都市計画変更案】

○敷地の入れ替えによる効果（抜粋）

南西側からのアクセス性の向上公園と校庭の立体的配置による機能の充実（東西断面）

○整備スケジュール

• 学校等施設と公園施設の入れ替え・一体的整備の方向性を定める本整備構想の策定後、都市計画の変更手続き及び基本計画の策定を行う

• 基本計画策定以降は、新しい施設及び公園の設計、新施設整備・新公園整備を展開

新施設
（第２期）
供用開始

新施設（第１期）
供用開始

整備構想・
基本計画
の検討

R６年度

施設・公園の
一体的な

整備構想の検討

整備の方向性

設計段階以降の検討体制は、事業進捗に応じて検討・調整

公園閉鎖期間※

【計画・設計・整備】

整
備
構
想
の
策
定

都市計画
手続き

関係機関との
事前調整

検討会や
地域住民・
団体等

・検討会の開催
・関係者ヒアリング
・オープンハウス
・情報発信

【地域との検討】

整備構想の内容を
具体化

基本計画の検討

都市計画
変更
手続き

都市
計画
決定

継続的に
意見交換

基
本
計
画
の
策
定

R７年度 基本計画策定以降

設計・整備

設計

1～2年目

公園解体

新施設（第１期）
整備

3～６年目

既存施設
解体

新公園
整備

新公園
供用開始

6～9年目

R８年度前半

新施設
（第２期）

整備

※旧和泉町ポンプ所跡地を工事期間中の代替公園、代替園庭として活用

既存公園解体・新施設
（第１期：新校舎）整備

新施設（第１期：
新校舎）供用開始・

既存校舎解体

新施設（第２期：
公園施設）整備・

新公園整備
完成

※ここでは概ねの年数を示しており、実際には整備内容によって変動します。
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